
惰
末
唐
初
に
お
け
る
金
陵
と
文
学

　
　
　
～
「
王
気
」
の
帰
趨
を
め
ぐ
っ
て

寺
　
尾

り岡

一、

?
`
李
白
に
至
る
ま
で
の
唐
代
金
陵
詩
史

　
惰
の
開
皇
九
（
五
八
九
）
年
春
正
月
、
陳
の
後
主
叔
宝
は
景
陽
殿
内
の
井
戸
の
中
に
潜
伏
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
惰
軍
に
よ
っ
て
あ
え
な
く
捕

縛
さ
れ
た
。
こ
こ
に
三
百
年
近
く
に
わ
た
る
南
北
分
裂
の
時
代
は
終
結
し
た
。
同
時
に
、
三
国
・
呉
の
都
と
し
て
出
発
し
た
国
都
・
金
陵
（
江

蘇
省
南
京
市
。
以
下
、
原
則
と
し
て
美
称
で
あ
る
金
陵
と
い
う
呼
称
を
用
い
る
）
も
、
そ
の
南
方
諸
王
朝
の
政
治
的
中
心
地
と
し
て
の
役
割
を

終
え
る
こ
と
に
な
る
。

　
史
書
の
記
述
を
見
る
限
り
、
惰
軍
の
金
陵
破
壊
は
、
梁
末
の
侯
景
の
乱
（
五
四
八
年
勃
発
）
の
際
ほ
ど
に
は
ひ
ど
く
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ

る
が
、
『
惰
書
』
「
地
理
志
・
下
」
「
丹
陽
郡
」
の
条
に
「
平
陳
、
詔
並
平
蕩
耕
墾
、
更
於
石
頭
城
置
蒋
州
。
」
と
あ
り
、
同
「
五
行
志
・
下
」
に

「
及
陳
亡
、
建
康
為
壊
。
」
と
あ
り
、
ま
た
『
資
治
通
鑑
』
「
惰
紀
一
」
「
文
帝
開
皇
九
年
」
に
も
「
於
是
陳
国
皆
平
。
…
…
詔
建
康
城
邑
宮
室
、

並
平
蕩
耕
墾
、
更
於
石
頭
置
蒋
州
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、
惰
の
文
帝
は
、
戦
後
処
理
の
段
階
で
陳
の
宮
殿
群
を
徹
底
的
に
破
壊
し
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
の
破
壊
の
理
由
と
し
て
、
盧
海
鳴
『
六
朝
都
城
』
（
南
京
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
）
第
二
章
「
建
康
的
規
劃
・
営
建
与
布
局
」
（
P
六
五
）
で

は
、
「
建
康
の
政
治
的
・
軍
事
的
地
位
を
削
り
弱
め
、
建
康
の
王
気
を
破
壊
排
除
し
、
建
康
の
世
人
心
目
中
に
あ
る
影
響
を
取
り
除
き
、
王
朝
復
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活
を
杜
絶
覆
滅
せ
ん
が
た
め
」
と
推
測
す
る
。
金
陵
の
持
つ
政
治
的
・
軍
事
的
重
要
度
以
外
に
、
そ
の
「
王
気
」
を
有
す
る
と
い
う
象
徴
的
意

味
合
い
に
も
着
目
し
て
い
る
点
、
留
意
し
て
よ
い
指
摘
で
あ
る
。

　
さ
て
陳
王
朝
滅
亡
後
、
惰
か
ら
唐
初
に
か
け
て
の
金
陵
は
ど
の
よ
う
な
変
遷
を
た
ど
っ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
唐
代
金
陵
詩
史
を
傭
鰍
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

み
た
場
合
、
盛
唐
の
李
白
（
七
〇
一
～
七
六
二
）
が
爆
発
的
に
大
量
の
金
陵
関
係
の
詩
歌
を
残
し
、
以
後
、
中
唐
か
ら
晩
唐
に
か
け
て
、
劉
禺

錫
「
石
頭
城
」
「
烏
衣
巷
」
・
杜
牧
「
江
南
春
」
「
泊
秦
准
」
・
許
渾
「
金
陵
懐
古
」
・
李
商
隠
「
南
朝
」
・
陸
亀
蒙
「
景
陽
宮
井
」
・
章
荘
「
台
城
」

な
ど
傑
出
し
た
金
陵
詩
が
継
続
的
に
産
み
出
さ
れ
て
ゆ
く
。
そ
れ
は
や
が
て
宋
代
以
降
、
い
わ
ゆ
る
〈
金
陵
懐
古
〉
の
テ
ー
マ
と
し
て
詩
詞
の

世
界
に
確
固
た
る
地
位
を
占
め
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
惰
代
か
ら
李
白
に
い
た
る
ま
で
の
お
よ
そ
百
数
十
年
、
金
陵
は
懐
古
詩
の
格

好
の
舞
台
と
な
り
う
る
で
あ
ろ
う
と
予
想
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
し
て
ま
た
、
す
で
に
六
朝
時
代
に
数
多
く
歌
わ
れ
て
き
た
と
い
う
長

い
文
学
的
伝
統
を
有
す
る
都
市
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ほ
ど
唐
代
詩
人
た
ち
の
注
目
を
集
め
て
は
い
な
い
。

　
本
稿
は
、
あ
え
て
こ
の
百
年
余
の
「
空
白
期
」
に
着
目
し
、
そ
の
時
期
を
い
わ
ば
金
陵
詩
史
に
お
け
る
胚
胎
期
と
し
て
位
置
づ
け
よ
う
と
試

み
る
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
李
白
に
至
る
ま
で
の
間
、
金
陵
は
詩
歌
の
舞
台
と
し
て
注
目
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
詩
人

た
ち
が
金
陵
を
回
避
せ
ざ
る
を
得
な
い
、
何
ら
か
の
政
治
的
な
意
図
（
金
陵
抑
制
策
）
が
存
し
て
い
た
の
か
。
そ
の
点
に
つ
い
て
、
特
に
「
金

陵
王
気
」
と
い
う
問
題
に
留
意
し
つ
つ
論
じ
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
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A
晴
か
ら
唐
初
に
か
け
て
の
金
陵
～
「
王
気
」
の
帰
趨

　
前
節
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
惰
は
陳
を
滅
ぼ
し
た
後
、
開
皇
九
（
五
八
九
）
年
、
東
晋
以
来
の
丹
陽
郡
（
惰
以
前
は
「
丹
楊
」
と
表
記
。
惰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

代
は
国
姓
「
楊
」
と
同
字
で
あ
る
こ
と
を
避
け
「
陽
」
と
表
記
。
以
後
「
陽
」
を
用
い
る
の
が
一
般
的
に
な
る
の
で
、
本
稿
も
原
則
と
し
て
「
陽
」

字
に
統
一
す
る
）
を
廃
し
、
金
陵
西
端
の
石
頭
城
に
蒋
州
を
置
い
た
。
石
頭
城
は
も
と
呉
の
孫
権
が
建
都
す
る
以
前
に
、
長
江
沿
い
に
あ
る
石



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ
　

頭
山
に
築
い
た
軍
事
的
性
格
の
強
い
砦
。
六
朝
期
の
皇
帝
居
所
で
あ
る
建
康
宮
の
遥
か
西
に
あ
る
。
惰
の
文
帝
は
六
朝
の
宮
殿
た
る
建
康
宮
を

破
壊
し
た
後
、
こ
こ
に
行
政
の
中
心
部
を
移
し
た
わ
け
で
あ
る
。
一
種
の
金
陵
抑
制
政
策
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
金
陵
の
中
心
部
を

領
す
る
江
寧
県
の
治
所
も
翌
開
皇
十
年
、
冶
城
（
石
頭
城
の
東
南
）
の
東
に
移
さ
れ
て
い
る
（
『
太
平
簑
宇
記
』
「
昇
州
・
江
寧
県
」
）
。

　
文
帝
を
継
い
だ
揚
帝
は
、
大
業
三
（
六
〇
七
）
年
、
州
制
を
廃
し
て
郡
制
を
敷
き
、
こ
の
地
も
丹
陽
郡
に
復
す
る
。
場
帝
と
言
え
ば
、
大
運

河
の
開
竪
と
そ
れ
に
伴
う
揚
州
巡
遊
が
史
実
と
し
て
著
名
で
あ
る
。
こ
れ
は
惰
唐
時
代
を
通
じ
て
の
金
陵
衰
退
の
歴
史
を
考
え
た
場
合
、
特
に

重
要
で
あ
ろ
う
。
大
運
河
の
完
成
に
よ
っ
て
、
金
陵
の
政
治
的
・
軍
事
的
・
経
済
的
地
位
は
長
江
と
大
運
河
と
の
接
点
と
な
る
揚
州
（
江
蘇
省

揚
州
市
）
・
潤
州
（
京
口
。
江
蘇
省
鎮
江
市
）
に
譲
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
こ
れ
が
江
南
地
区
（
特
に
江
蘇
省
南
部
）
に
お
け
る
金
陵
の
地
位

の
相
対
的
な
低
下
に
拍
車
を
か
け
た
と
見
る
の
が
通
説
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
当
初
、
父
・
文
帝
の
金
陵
抑
制
策
を
継

承
し
て
い
た
と
覚
し
き
揚
帝
も
、
揚
州
で
の
享
楽
的
な
生
活
を
続
け
る
中
、
各
地
で
反
乱
が
起
こ
り
、
惰
王
朝
そ
の
も
の
の
存
続
が
危
ぶ
ま
れ

る
段
階
に
な
る
と
、
金
陵
遷
都
を
強
行
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

　
『
惰
書
』
「
帝
紀
・
揚
帝
・
下
」
に
「
（
大
業
十
三
年
）
十
一
月
丙
辰
…
…
上
起
宮
丹
楊
（
こ
こ
で
は
金
陵
を
意
味
す
る
）
、
将
遜
干
江
左
。
」
と

あ
り
、
『
資
治
通
鑑
』
「
唐
紀
一
」
「
高
祖
武
徳
元
年
」
に
「
帝
見
中
原
已
乱
、
無
心
北
帰
。
欲
都
丹
陽
（
胡
三
省
注
に
「
帝
改
蒋
州
為
丹
陽
郡
、

蓋
欲
都
建
康
也
。
」
と
あ
る
）
、
保
擦
江
東
、
命
群
臣
廷
議
之
。
」
と
あ
る
。
『
資
治
通
鑑
』
に
拠
れ
ば
、
そ
の
際
、
李
桐
客
が
「
江
東
卑
渥
、
土

地
険
狭
、
内
奉
万
乗
、
外
給
三
軍
、
民
不
堪
命
、
恐
亦
将
散
乱
耳
。
」
と
反
対
し
た
が
退
け
ら
れ
た
た
め
、
結
局
、
公
卿
ら
は
楊
帝
に
対
し
て
「
江

東
之
民
望
幸
已
久
、
陛
下
過
江
、
撫
而
臨
之
、
此
大
禺
之
事
也
。
」
と
上
奏
し
て
、
場
帝
に
お
も
ね
る
こ
と
し
か
で
き
な
か
っ
た
。
か
く
て
揚
帝

は
「
乃
命
治
丹
陽
宮
、
将
徒
都
之
。
」
と
い
う
決
定
を
下
す
。
し
か
し
そ
の
報
が
伝
わ
る
や
、
北
方
へ
の
帰
還
を
期
待
し
て
い
た
周
囲
は
パ
ニ
ッ

ク
状
態
に
陥
り
、
離
反
す
る
も
の
も
多
数
出
て
、
こ
れ
が
遠
因
と
な
っ
て
つ
い
に
楊
帝
は
暗
殺
さ
れ
る
に
至
る
わ
け
で
あ
る
。
遷
都
決
定
か
ら

わ
ず
か
三
ヶ
月
後
の
こ
と
で
あ
る
。

　
揚
帝
の
遷
都
発
案
の
直
接
の
理
由
は
「
時
江
都
糧
尽
。
」
（
『
資
治
通
鑑
』
）
と
あ
る
よ
う
に
、
揚
州
の
疲
弊
で
あ
る
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
で
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あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
遷
都
先
を
よ
り
に
よ
っ
て
金
陵
に
定
め
た
理
由
は
、
防
衛
に
有
利
（
周
囲
を
山
と
長
江
に
囲
ま
れ
て
い
る
）
で
あ
る
と

い
う
軍
事
的
な
意
図
も
存
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
や
は
り
そ
の
最
大
の
理
由
は
、
金
陵
の
持
つ
象
徴
性
、
す
な
わ
ち
「
王
気
」
を
有
す
る
都

市
で
あ
る
と
い
う
点
に
帰
す
る
の
が
、
象
徴
的
権
威
を
重
ん
じ
る
場
帝
の
性
格
か
ら
判
断
し
て
、
穏
当
で
あ
ろ
う
。

　
ち
な
み
に
晋
王
朝
南
遷
に
際
し
て
、
元
帝
が
都
を
金
陵
に
決
定
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
唐
初
の
太
宗
期
に
編
纂
さ
れ
た
『
晋
書
』
も
「
王
気
」

を
理
由
に
そ
の
蓋
然
性
を
認
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
始
秦
時
望
気
者
云
、
『
五
百
年
後
金
陵
有
天
子
気
』
、
故
始
皇
東
遊
以
厭
之
、
改
其
地
日

秣
陵
（
馬
草
の
丘
の
意
）
、
暫
北
山
以
絶
其
勢
。
及
孫
権
之
称
号
、
自
謂
当
之
。
孫
盛
以
為
始
皇
逮
干
孫
氏
四
百
三
十
七
載
・
考
其
暦
数
・
猶
為

未
及
。
元
帝
之
渡
江
也
、
乃
五
亘
、
壬
年
更
憲
在
干
砦
。
」
（
「
元
帝
紀
」
）
と
記
述
し
て
お
り
（
『
宋
書
』
「
符
瑞
上
」
に
も
ほ
ぼ
同

様
の
記
述
が
あ
る
）
、
唐
王
朝
も
ま
た
金
陵
の
「
王
気
」
を
注
視
し
て
い
た
こ
と
疑
い
な
い
。

　
金
陵
の
「
王
気
」
に
ま
つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
は
、
梁
の
元
帝
が
侯
景
の
乱
後
、
自
ら
長
く
在
住
し
て
い
た
湖
北
の
荊
州
に
こ
だ
わ
り
、

江
陵
に
遷
都
す
る
こ
と
を
臣
下
に
図
っ
た
際
、
「
建
康
蓋
是
旧
都
、
彫
荒
已
極
、
且
王
気
已
尽
。
」
と
語
り
、
群
臣
も
荊
南
に
天
子
の
気
が
あ
る

と
追
従
し
た
こ
と
が
『
南
史
』
「
周
朗
伝
」
に
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
陳
後
主
が
、
惰
軍
が
間
近
に
迫
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
金
陵
の
「
王

気
」
を
根
拠
に
安
閑
と
し
て
い
た
こ
と
も
『
南
史
』
「
陳
本
紀
下
」
に
記
載
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
及
聞
惰
軍
臨
江
、
後
主
日
、
『
王
気
在
此
、

斉
兵
三
度
来
、
周
兵
再
度
至
、
無
不
擢
没
。
虜
今
来
者
必
自
敗
。
』
孔
範
亦
言
無
渡
江
理
。
但
奏
伎
縦
酒
、
作
詩
不
椴
。
」
已
。

　
さ
て
惰
末
か
ら
唐
初
に
か
け
て
、
こ
の
金
陵
を
含
む
江
南
地
区
（
長
江
下
流
域
）
の
混
乱
は
続
く
。
ま
ず
、
呉
興
太
守
で
あ
っ
た
沈
法
興
が

場
帝
暗
殺
の
報
を
受
け
、
首
謀
者
．
宇
文
化
及
討
伐
を
口
実
に
挙
兵
。
一
気
に
丹
陽
郡
を
始
め
と
す
る
江
南
十
余
郡
を
制
圧
。
自
ら
江
南
道
大

総
管
と
な
る
。
つ
い
で
李
子
通
が
立
ち
、
沈
法
興
を
丹
陽
郡
か
ら
駆
逐
し
、
江
都
（
揚
州
）
を
都
と
し
て
即
位
。
国
号
を
呉
と
す
る
（
唐
高
祖

武
徳
二
〔
六
一
九
〕
年
）
。
こ
の
際
、
丹
陽
（
当
時
の
金
陵
）
の
賊
・
楽
伯
通
が
数
万
の
軍
を
率
い
て
こ
れ
に
降
っ
て
い
る
。
一
方
、
長
江
を
挟

ん
で
金
陵
の
西
に
位
置
す
る
歴
陽
（
安
徽
省
和
県
）
に
割
拠
し
て
い
た
群
雄
の
一
人
・
杜
伏
威
は
唐
王
朝
に
降
り
、
和
州
総
管
の
地
位
を
得
、

翌
武
徳
三
年
六
月
、
呉
王
に
封
ぜ
ら
れ
、
李
姓
を
賜
っ
て
い
る
。
こ
の
年
、
沈
法
興
・
李
子
通
・
杜
伏
威
の
三
者
が
江
南
の
覇
権
を
め
ぐ
っ
て
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ほ
こ
う
せ
き

三
つ
巴
の
壮
絶
な
戦
い
を
繰
り
返
す
が
、
結
局
、
杜
伏
威
が
親
友
の
輔
公
妬
の
活
躍
も
あ
っ
て
、
最
終
的
に
勝
ち
残
る
。
そ
の
杜
伏
威
が
拠
点

と
し
て
選
ん
だ
の
が
金
陵
で
あ
っ
た
。
杜
伏
威
は
武
徳
五
年
七
月
、
唐
王
朝
に
対
し
て
叛
意
の
な
い
こ
と
を
示
す
た
め
に
入
朝
し
、
太
子
太
保

を
拝
し
、
長
安
に
留
ま
る
こ
と
と
な
る
。
翌
武
徳
六
年
七
月
、
丹
陽
（
当
時
の
金
陵
）
の
留
守
を
預
か
る
輔
公
妬
が
杜
伏
威
の
不
在
に
乗
じ
て

軍
権
を
掌
握
し
・
唐
王
朝
に
対
し
て
反
旗
を
翻
す
。
つ
い
で
「
称
帝
於
丹
陽
、
国
号
宋
、
修
陳
故
宮
室
而
居
之
。
」
（
『
資
治
通
鑑
』
「
高
祖
武
徳

六
年
」
）
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
こ
に
、
ま
た
し
て
も
金
陵
の
持
つ
象
徴
性
が
利
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

　
こ
の
際
の
唐
王
朝
側
の
異
常
と
ま
で
思
わ
れ
る
過
剰
な
反
応
が
興
味
深
い
。
こ
れ
ま
で
江
南
一
帯
に
は
ほ
と
ん
ど
手
を
着
け
て
い
な
か
っ
た

唐
の
高
祖
李
淵
は
、
す
ぐ
さ
ま
嚢
州
道
行
台
僕
射
で
あ
っ
た
趙
郡
王
李
孝
恭
、
嶺
南
道
大
使
で
あ
っ
た
李
靖
、
斉
州
総
管
で
あ
っ
た
李
世
勧
（
徐

世
勧
、
李
勧
）
等
に
輔
公
妬
討
伐
の
詔
を
下
す
。
高
祖
は
そ
れ
だ
け
で
も
飽
き
た
ら
ず
、
当
時
太
原
に
お
い
て
北
方
の
対
突
蕨
戦
線
に
従
事
し

て
い
た
秦
王
李
世
民
（
後
の
太
宗
）
に
も
、
江
州
道
行
軍
元
帥
と
し
て
輔
公
妬
に
対
処
す
る
よ
う
命
じ
、
李
世
民
が
猶
予
し
て
い
る
と
、
数
日

後
に
ま
た
「
詔
世
民
引
兵
還
。
」
（
『
資
治
通
鑑
』
）
と
あ
る
よ
う
に
、
出
動
を
急
か
し
て
い
る
。
李
靖
、
李
世
動
、
李
世
民
と
い
っ
た
唐
王
朝
統

一
期
に
お
け
る
ま
さ
に
オ
ー
ル
ス
タ
ー
キ
ャ
ス
ト
を
そ
ろ
え
た
陣
容
と
言
え
る
。

　
戦
闘
は
終
始
、
唐
王
朝
側
の
優
勢
の
ま
ま
続
き
、
武
徳
七
（
六
二
四
）
年
三
月
（
そ
の
前
の
月
に
杜
伏
威
は
長
安
で
莞
去
）
、
つ
い
に
李
靖
が

丹
陽
（
金
陵
）
に
至
り
、
輔
公
妬
は
城
を
捨
て
東
走
、
李
世
勧
軍
が
そ
れ
を
追
撃
し
た
。
輔
公
妬
は
結
局
、
武
康
（
漸
江
省
湖
州
市
）
に
お
い

て
野
人
に
捕
獲
さ
れ
、
丹
陽
に
護
送
さ
れ
て
臭
首
に
処
せ
ら
れ
た
。
こ
こ
に
江
南
一
帯
は
完
全
に
唐
王
朝
の
支
配
下
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る

わ
け
で
あ
る
。
付
言
す
れ
ば
、
江
南
地
区
最
後
の
棄
雄
・
輔
公
妬
が
拠
っ
た
都
市
が
金
陵
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
死
も
金
陵
で
あ
っ
た
こ
と
は
象

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　

徴
的
で
あ
ろ
う
。
唐
王
朝
の
江
南
平
定
が
金
陵
制
圧
に
よ
っ
て
完
了
し
た
の
で
あ
る
。
金
陵
が
「
王
気
」
を
有
す
る
都
市
で
あ
る
と
い
う
伝
承

に
神
経
質
に
な
っ
て
い
た
が
た
め
に
、
高
祖
李
淵
は
輔
公
妬
討
伐
に
全
力
を
傾
け
た
の
だ
と
考
え
て
も
、
あ
な
が
ち
誤
り
と
は
言
え
な
い
で
あ

ろ
う
。

　
さ
て
以
上
の
よ
う
に
、
混
乱
の
続
い
た
金
陵
地
区
（
丹
陽
郡
江
寧
県
）
で
あ
る
が
、
武
徳
三
（
六
二
〇
）
年
、
杜
伏
威
が
唐
王
朝
に
帰
順
し
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た
際
、
江
寧
県
は
揚
州
に
帰
属
す
る
こ
と
に
な
り
、
さ
ら
に
帰
順
を
記
念
し
て
帰
化
県
に
改
称
さ
れ
る
。
輔
公
妬
討
伐
後
の
武
徳
八
（
六
二
五
）

年
、
さ
ら
に
金
陵
県
に
改
称
。
翌
九
年
、
揚
州
の
治
所
は
江
都
（
揚
州
）
に
移
管
し
、
そ
の
際
、
金
陵
県
は
白
下
県
に
改
称
さ
れ
（
治
所
も
『
旧

唐
書
』
「
地
理
志
」
に
よ
れ
ば
金
陵
北
の
「
故
白
下
城
」
に
移
管
）
、
潤
州
（
治
所
は
今
の
鎮
江
市
）
に
所
属
さ
せ
ら
れ
る
。
こ
の
年
、
揚
州
・

潤
州
一
帯
の
行
政
区
画
は
大
き
く
変
更
さ
せ
ら
れ
て
お
り
、
特
に
金
陵
の
行
政
上
の
地
位
の
低
下
は
顕
著
で
あ
る
。
こ
れ
は
唐
王
朝
の
輔
公
妬

反
乱
に
対
す
る
衝
撃
を
物
語
る
と
同
時
に
、
唐
王
朝
に
よ
る
金
陵
抑
制
策
の
実
施
が
事
実
上
こ
こ
か
ら
始
ま
る
と
考
え
得
る
行
政
改
革
で
も

あ
っ
た
。

　
な
お
、
太
宗
時
代
（
在
位
六
二
七
～
六
四
九
）
に
入
っ
て
か
ら
も
、
若
干
の
移
動
が
あ
り
、
貞
観
七
（
六
三
三
年
）
、
白
下
県
の
治
所
は
再
び

も
と
の
冶
城
の
東
に
移
り
、
さ
ら
に
九
年
、
県
名
も
江
寧
県
に
戻
っ
て
い
る
（
『
旧
唐
書
』
「
地
理
志
」
）
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
金
陵
は
惰
代
以
降
、
唐
初
に
い
た
る
ま
で
、
め
ま
ぐ
る
し
く
県
名
が
変
更
さ
れ
、
所
属
先
も
極
め
て
不
安
定
で
あ
っ
た
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
、
ま
さ
し
く
そ
の
動
乱
の
時
代
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
よ
う
。
ま
た
、
そ
の
動
乱
の
中
で
、
つ
ね
に
金
陵
の
「
王
気
」

な
る
も
の
が
亡
霊
の
ご
と
く
見
え
隠
れ
し
て
い
た
こ
と
に
も
注
意
し
て
お
き
た
い
。
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三
、
太
宗
朝
に
お
け
る
金
陵
～
帝
都
長
安
賞
揚
の
影
に

　
階
代
か
ら
太
宗
の
時
代
に
至
る
ま
で
、
金
陵
に
関
す
る
詩
歌
は
ほ
と
ん
ど
全
く
現
存
し
て
い
な
い
。
江
南
地
区
の
動
乱
に
深
く
関
わ
っ
て
き

た
李
百
薬
（
五
六
五
～
六
四
八
）
で
す
ら
、
金
陵
に
触
れ
て
い
る
作
品
は
見
当
た
ら
な
い
。
む
ろ
ん
三
十
巻
あ
っ
た
と
さ
れ
る
彼
の
作
品
集
の

ほ
と
ん
ど
が
失
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
即
断
は
で
き
な
い
が
、
し
か
し
彼
に
あ
っ
て
も
天
下
の
帰
趨
が
定
ま
っ
て
い
な
い
段
階
で
、

「
王
気
」
の
復
活
が
危
惧
さ
れ
る
金
陵
を
安
易
に
詠
じ
る
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
時
期
、
強
い
て
挙
げ
れ
ば

虞
世
南
（
五
五
八
～
六
三
八
）
に
「
賦
得
呉
都
」
と
い
う
応
制
の
作
品
が
存
す
る
の
み
で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
製
作
年
代
不
明
で
あ
る
が
、
李



百
薬
に
「
賦
得
魏
都
」
、
楮
良
（
五
六
〇
～
六
四
七
）
に
「
賦
得
蜀
都
」
と
、
い
ず
れ
も
紆
余
曲
折
の
末
に
太
宗
配
下
と
な
っ
た
宮
廷
詩
人
に
同

類
の
作
品
が
あ
る
の
で
（
三
首
と
も
左
思
の
「
三
都
賦
」
を
模
し
た
も
の
）
、
太
宗
時
代
、
同
時
期
に
作
成
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
以
下
に

「
賦
得
呉
都
」
の
全
文
を
挙
げ
て
お
く
。

画
野
通
准
酒

星
纏
応
斗
牛

玉
牒
宏
図
表

黄
旗
美
気
浮

三
分
開
覇
業

万
里
宅
神
州

古
同
ム
ロ
一
臨
茂
苑

飛
閣
跨
澄
流

江
濤
如
素
蓋

海
気
似
朱
楼

呉
趨
自
有
楽

還
似
鏡
中
遊

呉海江飛高万三黄玉星画
趨気濤閣台里分旗牒纏野

　
准
・
酒
に
通
じ

（
星
宿
）
　
斗
・
牛
に
応
ず

（
帝
譜
）
　
宏
図
　
　
表
れ

（
瑞
兆
）
　
美
気
　
　
浮
か
ぶ

覇
業
を
開
き

神
州
を
宅
と
す

茂
苑
に
臨
み

澄
流
を
跨
ぐ

素
蓋
の
如
く

朱
楼
に
似
た
り

　
　
（
呉
地
方
の
歌
）
　
自
ら
楽
し
み
有
り

還
た
鏡
中
に
遊
ぶ
に
似
た
り
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こ
の
作
品
は
紛
れ
も
な
く
建
業
す
な
わ
ち
金
陵
を
讃
え
る
詩
で
あ
る
。
特
に
「
黄
旗
」
の
二
字
は
、
『
宋
書
』
「
符
瑞
上
」
に
見
え
る
「
漢
世

術
士
言
、
『
黄
旗
・
紫
蓋
（
い
ず
れ
も
天
子
の
象
徴
）
、
見
於
斗
・
牛
之
間
（
呉
の
分
野
）
、
江
東
有
天
子
之
気
。
』
」
と
い
う
記
述
を
踏
ま
え
る
も



の
で
、
他
の
王
権
を
象
徴
す
る
「
玉
牒
」
「
覇
業
」
「
神
州
」
と
い
っ
た
語
彙
と
と
も
に
、
太
宗
が
問
題
視
し
よ
う
と
思
え
ば
、
い
く
ら
で
も
批

判
の
対
象
と
な
り
う
る
表
現
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
こ
の
詩
は
あ
く
ま
で
遠
く
三
国
の
呉
の
時
代
の
事
柄
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
左
思
「
三

都
賦
」
を
前
提
に
し
て
い
る
と
考
え
れ
ば
、
こ
の
呉
都
の
自
慢
話
は
や
が
て
魏
都
支
持
者
に
言
い
負
か
さ
れ
る
運
命
に
あ
る
わ
け
で
、
そ
の
意

味
で
も
、
そ
れ
ほ
ど
目
く
じ
ら
を
立
て
る
に
当
た
ら
な
い
と
言
え
な
く
も
な
い
。
あ
る
い
は
太
宗
は
こ
れ
ら
三
都
を
賛
美
さ
せ
た
後
、
そ
の
す

べ
て
を
凌
駕
す
る
都
と
し
て
自
ら
の
帝
都
長
安
を
賛
美
さ
せ
よ
う
と
目
論
ん
で
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

　
さ
て
、
そ
の
太
宗
が
い
か
に
し
て
金
陵
の
「
王
気
」
を
払
拭
し
、
そ
の
「
王
気
」
を
我
が
も
の
に
転
換
さ
せ
た
の
か
、
と
い
う
点
に
着
目
し

て
み
た
い
。

　
こ
の
点
に
関
し
て
、
ま
ず
興
味
を
惹
く
の
は
、
太
宗
が
貞
観
十
八
（
六
四
四
）
年
八
月
に
製
作
し
た
（
陶
敏
・
傅
敬
綜
著
『
唐
五
代
文
学
編

年
史
．
初
盛
唐
巻
』
〔
遼
海
出
版
社
、
一
九
九
八
年
〕
の
説
）
と
さ
れ
る
「
帝
京
篇
」
十
篇
で
あ
る
。
そ
の
「
序
」
に
よ
れ
ば
、
製
作
動
機
は
「
予

追
躍
百
王
之
末
、
馳
心
千
載
之
下
。
慷
慨
懐
古
、
想
彼
哲
人
。
庶
以
尭
舜
之
風
、
蕩
秦
漢
之
弊
、
用
成
・
英
之
曲
、
変
燗
慢
之
音
、
求
之
人
情
、

不
為
難
　
。
」
と
あ
り
、
ま
た
「
釈
実
求
華
、
以
人
従
欲
、
乱
於
大
道
、
君
子
恥
之
。
故
述
『
帝
京
篇
』
以
明
雅
志
云
爾
。
」
と
あ
る
ご
と
く
で

あ
る
。
い
さ
さ
か
教
訓
的
な
口
吻
で
あ
る
が
、
実
際
の
内
容
は
「
皇
帝
と
し
て
の
日
常
の
臨
朝
・
読
書
・
閲
武
・
聴
歌
・
観
舞
・
遊
覧
・
宴
飲

の
生
活
情
景
を
描
写
」
し
た
も
の
で
、
「
長
安
城
の
形
勢
・
建
築
・
景
色
の
描
写
は
十
分
に
雄
偉
壮
観
」
で
あ
る
と
い
う
指
摘
（
喬
象
鍾
・
陳
鉄

民
主
編
『
唐
代
文
学
史
・
上
』
〔
人
民
文
学
出
版
社
、
一
九
九
五
年
〕
P
七
七
）
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。
帝
都
讃
歌
と
い
っ
た
色
彩
が
最
も
濃
厚
な

の
は
、
そ
の
第
一
首
目
で
あ
る
の
で
、
ま
ず
は
そ
れ
を
引
用
し
て
み
た
い
。
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秦
川
雄
帝
宅

函
谷
壮
皇
居

綺
殿
千
尋
起

秦
川
　
　
帝
宅

函
谷
　
　
皇
居

綺
殿
　
　
千
尋

雄
に
し
て

壮
た
り

起
こ
り



離
宮
百
雑
余

連
登
遥
接
漢

飛
観
週
凌
虚

雲
日
隠
層
闘

風
煙
出
綺
疏

風雲飛連離
煙日観豊宮

百
雑
　
　
余
す

遥
か
に
漢
に
接
し

週
か
に
虚
を
凌
ぐ

層
閥
に
隠
れ

綺
疏
に
出
づ

　
極
め
て
壮
麗
な
帝
城
描
写
で
あ
る
が
、
こ
の
詩
は
直
接
的
に
は
梁
陳
に
仕
え
た
詩
人
張
正
見
の
楽
府
「
帝
王
所
居
篇
」
（
『
文
苑
英
華
』
巻
一

九
二
）
を
意
識
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
具
体
的
に
は
「
靖
函
雄
帝
宅
、
宛
錐
壮
皇
居
。
紫
微
臨
複
道
、
丹
水
亘
通
渠
。
沈
沈
飛
雨
殿
、
語
藷

承
明
盧
。
両
宮
分
概
日
、
双
闘
並
凌
虚
。
休
気
充
青
項
、
栄
光
入
綺
疏
。
…
…
」
と
あ
っ
て
、
そ
の
類
似
性
は
論
を
侯
た
な
い
。
し
か
し
こ
の

張
正
見
の
楽
府
に
せ
よ
、
太
宗
の
こ
の
作
品
に
せ
よ
、
そ
の
淵
源
を
辿
れ
ば
、
お
そ
ら
く
金
陵
讃
歌
の
最
も
著
名
な
作
品
の
一
つ
、
斉
の
謝
眺

の
「
惰
王
鼓
吹
曲
十
首
」
中
の
「
入
朝
曲
」
に
行
き
着
く
こ
と
に
な
ろ
う
。
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江
南
佳
麗
地

金
陵
帝
王
州

透
蓮
帯
緑
水

逼
遁
起
朱
楼

飛
莞
爽
馳
道

垂
楊
蔭
御
溝

凝
茄
翼
高
蓋

江
南
　
　
佳
麗
の
地

金
陵
　
　
帝
王
の
州

蓬
蓮
と
し
て
緑
水
を
帯
び

追
遁
と
し
て
朱
楼
を
起
こ
す

飛
甕
　
　
馳
道
を
爽
み

垂
楊
　
　
御
溝
を
蔭
ふ

凝
茄
　
　
高
蓋
を
翼
し



畳
鼓
送
華
朝

献
納
…
手
云
ム
ロ
圭
泰

功
名
良
可
牧

畳
鼓
　
　
華
朝
を
送
る

雲
台
の
表
に
献
納
す
れ
ば

功
名
　
　
良
に
牧
む
可
し

　
謝
眺
の
こ
の
帝
都
表
現
法
、
す
な
わ
ち
、
ま
ず
広
大
な
帝
域
を
提
示
し
、
つ
い
で
林
立
す
る
宮
殿
群
を
描
き
、
さ
ら
に
そ
の
琵
や
濠
な
ど
宮

殿
の
一
部
や
周
囲
に
焦
点
を
絞
っ
て
い
く
と
い
う
、
い
わ
ば
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
の
手
法
は
、
や
が
て
帝
都
を
歌
う
詩
の
定
番
と
な
っ
て
い
く
。

帝
都
讃
歌
に
当
た
っ
て
同
様
の
手
法
を
用
い
て
い
る
太
宗
が
、
こ
の
著
名
詩
人
の
代
表
作
を
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
と
は
考
え
難
い
。
む
し
ろ
、

こ
の
謝
眺
の
描
い
た
帝
都
金
陵
（
あ
る
い
は
そ
の
「
王
気
」
）
を
覆
い
尽
く
し
、
超
越
せ
ん
が
た
め
に
「
帝
京
篇
」
を
書
い
た
の
で
は
な
い
か
と

推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
篇
数
も
同
じ
く
十
篇
）
。
む
ろ
ん
同
様
に
、
あ
え
て
張
正
見
「
帝
王
所
居
篇
」
を
模
倣
し
て
見
せ
た
の
も
、
そ
の
描
く

と
こ
ろ
の
後
漢
の
両
都
「
宛
（
南
陽
）
」
「
離
（
洛
陽
）
」
を
も
凌
駕
し
よ
う
と
意
図
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
付
言
す
れ
ば
、
『
旧
唐
書
』
「
李
百
薬
伝
」
に
「
太
宗
嘗
制
『
帝
京
篇
』
、
命
百
薬
並
作
。
上
歎
其
工
、
手
詔
日
、
「
卿
何
身
之
老
而
才
之
壮
、

何
歯
之
宿
而
意
之
新
乎
。
』
」
と
あ
る
よ
う
に
、
太
宗
が
「
帝
京
篇
」
を
制
作
し
た
際
、
李
百
薬
に
も
唱
和
す
る
よ
う
命
じ
た
と
言
う
点
も
、
極

め
て
興
味
深
い
（
作
品
そ
の
も
の
は
散
秩
）
。
李
百
薬
は
、
陳
朝
下
に
育
ち
、
惰
の
文
帝
・
場
帝
、
さ
ら
に
は
江
南
の
群
雄
た
る
沈
法
興
・
李
子

通
・
杜
伏
威
・
輔
公
妬
に
転
々
と
仕
え
、
唐
に
入
っ
て
か
ら
は
高
祖
に
憎
ま
れ
左
遷
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
を
、
太
宗
に
よ
っ
て
拾
わ
れ
た
と
い

う
、
江
南
を
中
心
に
波
瀾
万
丈
の
前
半
生
を
送
っ
た
詩
人
で
あ
る
。
そ
の
、
六
朝
文
化
を
熟
知
す
る
人
物
た
る
李
百
薬
に
、
あ
え
て
長
安
を
讃

歌
す
る
よ
う
命
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
「
帝
京
篇
」
製
作
の
意
図
が
垣
間
見
え
る
で
あ
ろ
う
。
ま
さ
に
太
宗
に
と
っ
て
、
「
王
気
」
が
金

陵
か
ら
長
安
へ
と
完
全
に
移
転
し
た
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
「
帝
京
篇
」
製
作
の
隠
さ
れ
た
意
図
だ
っ
た
と
推
測
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
　

　
む
ろ
ん
定
評
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
太
宗
は
一
方
で
文
壇
の
南
北
融
和
に
も
努
め
た
皇
帝
で
あ
っ
た
。
貞
観
時
代
に
お
け
る
太
宗
側
近
の

代
表
的
宮
廷
詩
人
と
言
え
ば
、
李
百
薬
・
虞
世
南
・
楮
亮
（
五
六
〇
～
六
四
七
、
子
に
楮
遂
良
が
い
る
）
・
許
敬
宗
（
五
九
二
～
六
七
二
）
・
上

　　　一一



官
儀
（
六
〇
八
頃
～
六
六
四
）
ら
で
あ
る
が
、
李
百
薬
は
原
籍
は
北
方
（
河
北
省
定
州
）
と
は
言
う
も
の
の
、
上
述
の
よ
う
に
基
本
的
に
陳
朝

下
に
育
っ
た
人
物
で
あ
り
、
ま
た
虞
世
南
は
杭
州
余
挑
（
断
江
省
余
挑
）
の
人
。
陳
朝
・
惰
朝
の
遺
臣
で
、
陳
朝
下
で
は
顧
野
王
に
学
問
を
学

ん
だ
経
験
を
持
つ
。
ま
た
楮
亮
も
杭
州
銭
塘
（
漸
江
省
杭
州
）
の
人
。
陳
朝
・
惰
朝
の
遺
臣
で
、
か
つ
陳
の
徐
陵
に
文
学
を
学
び
、
陳
後
主
に

も
謁
見
し
た
経
験
の
あ
る
人
物
で
あ
る
。
許
敬
宗
も
杭
州
新
城
（
漸
江
省
富
陽
）
の
人
で
、
家
は
代
々
南
朝
に
仕
え
、
本
人
も
惰
末
に
場
帝
に

仕
え
て
い
る
。
上
官
儀
の
み
が
陳
州
陳
県
（
河
南
省
陳
県
）
の
人
で
、
北
方
出
身
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
以
上
の
よ
う
に
太
宗
は
文
学
的
に
は
、

む
し
ろ
南
朝
側
出
身
者
を
優
遇
し
て
お
り
、
彼
の
作
品
の
多
く
も
、
後
世
、
斉
梁
体
の
遺
風
を
色
濃
く
残
し
「
浮
靡
」
「
頽
靡
」
で
あ
る
な
ど
と

　
　
　
　
　
　
ハ
ぽ
ザ

批
判
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
南
朝
文
学
を
決
し
て
軽
ん
じ
て
は
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
『
貞
観
政
要
』
「
礼
楽
」
に
見
え
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
、
す
な

わ
ち
建
国
の
功
臣
の
一
人
で
あ
る
杜
滝
が
「
前
代
興
亡
、
実
由
於
楽
。
陳
将
亡
也
、
為
『
玉
樹
後
庭
花
』
、
斉
将
亡
也
而
為
『
伴
侶
曲
』
、
行
路

聞
之
、
莫
不
悲
泣
。
所
謂
亡
国
之
音
。
」
と
語
り
、
前
朝
の
亡
国
の
音
を
危
険
視
し
た
の
に
対
し
て
、
太
宗
は
、
そ
れ
は
聞
き
手
の
置
か
れ
た
時

代
の
状
況
に
よ
っ
て
変
わ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
曲
自
体
に
は
問
題
な
い
と
し
て
、
「
今
『
玉
樹
』
、
『
伴
侶
』
之
曲
、
其
声
具
存
。
朕
能
為
公
奏
之
、

知
公
必
不
悲
耳
。
」
と
語
っ
た
と
い
う
話
に
も
よ
く
表
れ
て
い
る
。
太
宗
は
亡
国
の
音
と
し
て
非
常
に
名
高
い
陳
後
主
の
「
玉
樹
後
庭
花
」
の
演

奏
す
ら
拒
ま
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
太
宗
の
こ
の
よ
う
な
態
度
は
、
一
つ
に
は
天
下
統
一
に
対
す
る
自
信
・
余
裕
の
表
れ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
同
時
に
、
そ
こ
に
は
南
朝

（
あ
る
い
は
南
方
）
出
身
者
に
対
し
て
、
南
朝
王
朝
の
完
全
な
消
滅
を
既
成
事
実
と
し
て
再
認
識
さ
せ
る
と
い
う
意
図
も
見
え
隠
れ
し
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
い
わ
ば
寛
容
さ
の
陰
に
隠
れ
た
無
言
の
圧
力
を
彼
ら
に
感
じ
さ
せ
る
こ
と
が
、
太
宗
の
真
意
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
事

実
、
南
方
出
身
の
詩
人
た
ち
は
、
太
宗
が
南
朝
文
学
に
同
情
的
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
極
め
て
自
己
規
制
的
、
自
己
否
定
的
で
あ
っ
た
。

李
百
薬
は
、
太
宗
に
よ
っ
て
編
纂
を
命
じ
ら
れ
た
『
北
斉
書
』
の
「
文
苑
伝
序
」
に
お
い
て
、
自
ら
を
育
ん
で
き
た
南
朝
文
学
を
「
乃
春
淫
靡
、

永
言
麗
則
、
雅
以
正
邦
、
衰
以
亡
国
」
と
断
じ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
ま
た
虞
世
南
も
、
か
つ
て
太
宗
が
「
宮
体
詩
」
を
作
り
彼
に
唱
和
す
る

よ
う
命
じ
た
際
、
「
聖
作
誠
工
、
然
体
非
雅
正
。
上
之
所
好
、
下
必
有
甚
者
。
臣
恐
此
詩
一
伝
、
天
下
風
靡
。
不
敢
奉
詔
。
」
と
諌
め
た
と
い
う
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（『

V
唐
書
』
「
虞
世
南
伝
」
）
。
こ
こ
で
の
「
宮
体
詩
」
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
斉
梁
体
の
よ
う
な
南
朝
風
の
詩
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
興
味

深
い
の
は
、
そ
の
虞
世
南
の
言
葉
の
後
に
つ
づ
く
太
宗
の
反
応
で
あ
る
。
「
朕
試
卿
耳
。
」
と
太
宗
は
語
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
虞
世
南
が
、

自
ら
顧
野
王
に
学
ん
だ
南
朝
文
学
の
い
わ
ば
「
正
統
」
な
後
継
者
で
あ
っ
た
こ
と
に
対
し
て
、
後
ろ
め
た
さ
を
感
じ
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を

見
透
か
し
て
の
、
太
宗
の
言
葉
で
あ
ろ
う
。
虞
世
南
に
と
っ
て
は
冷
や
汗
も
の
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
た
上
で
、
再
度
「
帝
京
篇
」
製
作
の
太
宗
の
意
図
と
、
そ
の
意
図
を
察
知
し
た
当
時
の
宮
廷
詩
人
ら
の
反
応
を

考
え
た
場
合
、
貞
観
以
後
、
都
市
を
歌
う
詩
が
ど
の
よ
う
な
変
遷
を
遂
げ
て
い
く
か
、
容
易
に
想
像
が
つ
く
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
は
長
安
城
（
帝

都
）
讃
歌
の
詩
が
増
え
て
行
く
で
あ
ろ
う
こ
と
。
事
実
、
こ
の
時
期
、
宮
中
の
宮
殿
や
御
苑
を
賛
美
す
る
応
制
詩
が
急
増
し
て
い
る
し
、
や
や

後
に
な
る
が
、
酪
賓
王
「
帝
京
篇
」
や
盧
照
郷
「
長
安
古
意
」
な
ど
の
長
安
を
歌
う
長
大
な
雄
篇
が
誕
生
す
る
の
も
、
こ
の
流
れ
に
沿
っ
た
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ザ

の
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
そ
し
て
第
二
に
、
他
の
都
市
を
歌
う
場
合
、
微
妙
に
「
配
慮
」
が
必
要
に
な
っ
て
来
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
。
と
り
わ
け
、
か
つ
て
王
朝

の
都
と
な
っ
た
こ
と
の
あ
る
都
市
の
場
合
、
抑
制
的
、
否
定
的
な
歌
い
方
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
。
や
や
飛
躍

的
な
言
い
方
に
な
る
が
、
な
ぜ
唐
代
に
お
い
て
都
城
懐
古
の
詩
が
爆
発
的
に
多
く
な
る
の
か
と
い
う
理
由
も
、
こ
の
国
家
権
力
の
志
向
性
と
関

連
づ
け
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
詩
人
は
現
代
で
な
く
過
去
に
重
点
を
置
い
て
書
く
し
か
な
か
っ
た

の
か
も
知
れ
な
い
。
少
な
く
と
も
太
宗
の
時
代
、
「
王
気
」
の
所
在
が
な
お
詮
議
さ
れ
て
い
る
金
陵
が
、
極
め
て
歌
い
づ
ら
い
状
況
に
あ
っ
た
こ

と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
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四
、
小
結
～
徐
敬
業
の
乱
と
「
金
陵
王
気
」

つ
づ
く
高
宗
期
（
在
位
六
四
九
～
六
八
三
）
に
お
け
る
金
陵
は
、
一
地
方
都
市
に
格
下
げ
さ
れ
た
と
は
言
え
、
他
の
江
南
諸
都
市
と
同
様
、



兵
乱
も
な
く
比
較
的
平
穏
で
あ
っ
た
。
む
ろ
ん
北
方
へ
の
飢
鍾
の
際
の
食
料
援
助
や
、
有
事
の
際
（
た
と
え
ば
高
句
麗
征
伐
）
の
軍
事
物
資
の

補
給
な
ど
の
負
担
を
考
え
れ
ば
、
江
南
地
域
の
生
活
は
必
ず
し
も
楽
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
で
も
緩
や
か
で
は
あ
り
な
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

ら
、
し
だ
い
に
江
南
の
経
済
力
は
増
し
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
し
か
し
そ
の
平
穏
は
再
び
破
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
高
宗
崩
御
の
翌
年
（
六
八
四
年
）
九
月
、
徐
世
動
（
李
勧
）
の
長
孫
・
．
徐
敬
業
（
李
敬

業
）
が
、
朝
廷
を
聾
断
し
て
い
た
武
則
天
に
対
し
て
反
旗
を
翻
す
。
世
に
言
う
徐
敬
業
の
乱
で
あ
る
。
『
資
治
通
鑑
』
「
則
天
順
聖
皇
后
」
「
光
宅

元
年
九
月
」
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。
「
時
諸
武
用
事
、
唐
宗
室
人
人
自
危
、
衆
心
憤
椀
。
会
眉
州
刺
史
英
公
李
敬
業
及
弟
蓋
厘
令
敬
猷
・
給
事

中
唐
之
奇
・
長
安
主
簿
酪
賓
王
・
窟
事
司
直
杜
求
仁
、
皆
坐
事
。
敬
業
既
柳
州
司
馬
、
敬
猷
免
官
、
之
奇
既
括
蒼
令
、
賓
王
既
臨
海
丞
、
求
仁

既
磐
令
。
求
仁
、
正
倫
之
姪
也
。
整
屋
尉
魏
思
温
嘗
為
御
史
、
復
被
劉
。
皆
会
於
揚
州
、
各
自
以
失
職
怨
望
、
乃
謀
作
乱
、
以
匡
復
盧
陵
王
為

辞
。
」
と
。

　
徐
敬
業
ら
が
、
当
初
、
揚
州
に
結
集
し
た
と
い
う
点
が
、
ま
ず
興
味
を
惹
く
。
揚
州
は
大
運
河
と
長
江
の
合
流
点
で
あ
る
た
め
、
食
料
な
ど

の
物
資
を
集
め
や
す
く
、
ま
た
揚
州
大
都
督
が
置
か
れ
て
い
た
軍
事
的
要
衝
で
あ
る
た
め
、
兵
力
を
集
め
や
す
か
っ
た
と
い
う
利
点
も
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
コ
揚
二
益
」
と
称
さ
れ
、
唐
代
を
通
じ
て
最
も
繁
栄
し
た
商
業
都
市
と
言
わ
れ
た
そ
の
実
力
が
、
す
で
に
こ
の
当
時
に
お
い

て
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
出
来
事
で
あ
る
。

　
し
か
し
こ
の
反
乱
は
、
挙
兵
当
初
に
お
け
る
進
軍
方
向
に
対
し
て
の
選
択
ミ
ス
に
よ
っ
て
あ
え
な
く
失
敗
に
帰
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
も

や
亡
霊
の
ご
と
く
現
れ
る
「
金
陵
王
気
」
の
魅
力
に
徐
敬
業
は
惑
わ
さ
れ
た
と
言
え
る
。
『
資
治
通
鑑
』
は
次
の
よ
う
に
記
す
。
参
謀
の
一
人
魏

思
温
が
徐
敬
業
に
対
し
て
「
明
公
以
匡
復
為
辞
、
宜
帥
大
衆
鼓
行
而
進
、
直
指
洛
陽
、
則
天
下
知
公
志
在
勤
王
、
四
面
響
応
　
。
」
と
、
大
義
名

分
の
上
で
も
直
ち
に
洛
陽
（
当
時
の
都
。
神
都
と
改
称
し
て
い
た
）
を
直
撃
す
べ
し
と
進
言
し
た
の
に
対
し
、
今
一
人
の
参
謀
醇
仲
璋
は
「
金

陵
有
王
気
、
且
大
江
天
険
、
足
以
為
固
。
不
如
先
取
常
・
潤
、
為
定
覇
之
基
、
然
後
北
向
以
図
中
原
、
進
無
不
利
、
退
有
所
帰
。
此
良
策
也
。
」

と
し
て
、
金
陵
の
「
王
気
」
と
「
天
険
」
を
根
拠
に
、
渡
江
し
て
南
進
す
べ
し
と
反
論
す
る
。
こ
の
蒔
仲
璋
の
悠
長
な
戦
術
に
徐
敬
業
は
同
意
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し
、
兵
力
を
割
っ
て
ま
で
し
て
揚
州
の
南
岸
に
当
た
る
潤
州
攻
略
を
命
じ
て
し
ま
う
。
結
局
、
そ
の
間
に
南
下
し
て
き
た
官
軍
に
揚
州
北
部
で

大
敗
し
、
こ
の
反
乱
は
あ
え
な
く
鎮
圧
さ
れ
て
し
ま
う
。
魏
思
温
は
後
に
友
人
に
対
し
て
、
「
兵
勢
合
則
強
、
分
則
弱
。
敬
業
不
井
力
渡
准
、
牧

山
東
之
衆
以
取
洛
陽
。
敗
在
眼
中
　
。
」
と
感
想
を
漏
ら
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
『
資
治
通
鑑
』
の
編
著
者
司
馬
光
も
、
わ
ざ
わ
ざ
唐
の
歴
史
家
・
陳
嶽
の
「
敬
業
荷
能
用
魏
思
温
之
策
、
直
指
河
・
洛
、
専
以
匡
復
為

事
、
縦
軍
敗
身
毅
、
亦
忠
義
在
焉
。
而
妄
希
金
陵
王
気
、
是
真
為
叛
逆
、
不
敗
何
待
。
」
と
い
う
論
評
を
引
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
選
択

の
誤
り
に
は
、
単
に
戦
術
的
な
判
断
の
誤
り
だ
け
で
な
く
、
象
徴
的
な
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
重
大
な
判
断
ミ
ス
が
存
し
て
い
た
と
、
そ
の
軽
率

さ
を
批
判
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
徐
敬
業
の
真
意
は
ど
う
あ
れ
、
「
金
陵
」
を
目
指
し
た
時
点
で
、
す
で
に
唐
王
朝
を
否
定
し
、
新

た
な
王
朝
を
建
設
し
よ
う
と
い
う
国
家
転
覆
の
意
図
を
表
明
し
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
「
金

陵
」
と
い
う
名
を
出
し
て
し
ま
え
ば
、
そ
れ
だ
け
で
王
権
の
帰
趨
と
い
う
問
題
が
前
景
化
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
ふ
り
か
え
っ
て
見
れ
ば
、
む
ろ
ん
醇
仲
璋
・
徐
敬
業
が
ど
こ
ま
で
本
気
で
「
金
陵
の
王
気
」
な
る
も
の
を
信
じ
て
い
た
か
、
あ
る
い
は
そ
こ

に
王
朝
転
覆
の
意
図
が
存
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
は
な
は
だ
疑
問
で
あ
る
。
し
か
し
軍
略
会
議
と
い
う
場
に
お
い
て
さ
え
、
こ
の
「
王
気
」

な
る
も
の
が
他
者
を
説
得
す
る
た
め
の
「
口
実
」
と
な
り
得
て
い
た
こ
と
自
体
、
問
題
で
あ
ろ
う
。
「
金
陵
の
王
気
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
そ
れ

ほ
ど
甘
い
誘
惑
め
い
た
響
き
が
存
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
け
は
事
実
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
陳
朝
滅
亡
後
約
百
年
、
な
お
「
金
陵
の
王
気
」
は
健
在
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
見
方
を
変
え
れ
ば
、
唐
王
朝
の
金
陵
に
対
す

る
「
危
険
視
」
も
健
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
金
陵
を
舞
台
と
す
る
文
学
が
な
か
な
か
目
覚
め
な
か
っ
た
理
由
も
主
と
し
て
こ
こ
に
有

ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
状
況
下
に
あ
っ
て
も
、
そ
の
萌
芽
は
す
で
に
始
ま
っ
て
い
た
。
徐
敬
業
の
乱
の
直
前
、
反
乱
に
加
わ
り
露
と
消

え
た
酪
賓
王
と
と
も
に
「
四
傑
」
の
一
人
に
数
え
ら
れ
る
王
勃
が
、
す
で
に
、
か
す
か
で
は
あ
る
が
唐
代
金
陵
詩
文
の
開
幕
を
告
げ
て
い
た
の

で
あ
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ま
た
稿
を
改
め
て
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。
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注（
1
）
拙
論
「
金
陵
詩
史
に
お
け
る
李
白
の
意
義
（
一
）
～
李
白
詩
に
見
え
る
金
陵
の
地
名
」
（
『
中
国
詩
文
論
叢
』
第
二
六
集
、
二
〇
〇
七
年
）
を
参
照
。

　
李
白
詩
の
う
ち
詩
題
・
詩
中
・
詩
序
に
金
陵
の
地
名
が
含
ま
れ
る
作
品
は
五
十
八
首
に
及
ぶ
。

（
2
）
呂
武
進
・
李
紹
成
・
徐
柏
春
「
南
京
地
名
源
』
（
江
蘇
科
学
技
術
出
版
社
、
一
九
九
一
年
）
P
＝
脚
注
を
参
照
。

（
3
）
石
頭
城
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
「
元
和
郡
県
志
』
に
「
呉
大
帝
修
築
、
以
貯
財
宝
軍
器
、
有
戌
」
と
あ
る
。
戦
乱
時
、
金
陵
を
め
ぐ
る
攻
防
の
際

　
に
は
必
ず
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
こ
こ
が
争
奪
の
場
と
な
っ
て
い
る
。

（
4
）
　
「
金
陵
の
王
気
」
に
関
わ
る
六
朝
時
代
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
つ
い
て
は
盧
海
鳴
『
六
朝
都
城
』
（
前
掲
）
「
第
一
章
・
第
四
節
・
三
、
金
陵
王
気
的
伝
説
」

　
に
詳
し
い
が
、
本
書
に
お
い
て
は
惰
代
か
ら
唐
代
に
至
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
本
稿
で
は
そ
の
六
朝
以
後
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

　
も
補
っ
て
い
く
つ
も
り
で
あ
る
。

（
5
）
陳
末
か
ら
唐
初
の
輔
公
妬
の
平
定
に
い
た
る
ま
で
の
江
蘇
省
一
帯
の
歴
史
に
つ
い
て
は
江
蘇
社
会
科
学
院
「
江
蘇
史
綱
」
課
題
組
著
『
江
蘇
史
綱
・

　
古
代
巻
』
（
江
蘇
古
籍
出
版
社
）
が
簡
便
で
参
考
に
な
る
。

（
6
）
複
雑
な
惰
唐
時
代
の
金
陵
の
行
政
区
画
上
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
『
南
京
地
名
源
』
（
前
掲
）
、
楊
国
慶
・
王
志
高
『
南
京
城
培
志
』
（
鳳
風
出
版
社
、

　
二
〇
〇
八
年
）
が
参
考
に
な
る
。

（
7
）
太
宗
の
文
学
に
お
け
る
南
北
融
和
に
つ
い
て
は
、
張
采
民
『
融
合
与
超
越
～
惰
唐
之
詩
歌
之
演
進
』
（
江
蘇
文
芸
出
版
社
、
一
九
九
七
）
等
を
参
照
。

　
ま
た
太
宗
期
の
文
学
論
が
い
か
に
六
朝
文
学
論
に
強
い
影
響
を
受
け
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
古
川
末
喜
『
初
唐
の
文
学
思
想
と
韻
律
論
』
（
知
泉
書
館
、

　
二
〇
〇
三
年
）
「
第
H
編
・
第
二
章
　
初
唐
歴
史
家
の
詩
文
発
生
論
と
創
作
論
」
に
詳
し
い
。

（
8
）
太
宗
の
作
品
が
「
浮
靡
」
「
頽
靡
」
あ
る
い
は
「
繊
巧
」
と
評
さ
れ
て
き
た
歴
史
的
経
緯
に
つ
い
て
は
、
陳
文
華
『
唐
詩
史
案
』
（
上
海
古
籍
出
版
社
、

　
二
〇
〇
三
年
）
「
第
一
編
　
唐
詩
始
制
　
貞
観
詩
風
浮
靡
辮
」
に
詳
し
い
。

（
9
）
私
見
に
類
す
る
指
摘
と
し
て
李
徳
輝
「
唐
代
文
館
制
度
及
其
与
政
治
和
文
学
之
関
係
』
（
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
）
「
第
三
章
　
初
唐
文
館

　
　
（
上
）
」
に
、
「
…
…
比
如
只
有
在
初
唐
詩
中
績
常
常
見
到
的
帝
京
題
材
、
就
是
太
宗
君
臣
的
創
造
。
帝
京
題
材
的
出
現
和
熱
門
不
是
偶
然
的
、
蓋
国
運

　
推
移
、
治
乱
循
環
、
自
六
朝
破
滅
後
、
『
金
陵
王
気
賠
然
収
』
、
唐
承
惰
酢
、
国
運
方
隆
、
華
夏
民
族
歴
三
百
余
年
動
乱
後
重
帰
一
統
、
国
家
将
藻
極
盛
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
P
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長
安
這
箇
入
大
名
都
、
為
盛
気
之
所
聚
、
帝
宅
皇
居
、
宮
殿
魏
峨
。
」
と
あ
る
。
天
下
統
一
の
機
運
に
乗
じ
た
太
宗
お
よ
び
そ
の
臣
下
ら
の
帝
都
を
詠
じ

　
る
作
品
に
刺
激
さ
れ
て
、
以
後
帝
京
を
歌
う
作
品
が
多
く
な
っ
た
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。

（
1
0
）
唐
初
の
江
南
地
区
の
経
済
及
び
人
口
の
状
況
に
つ
い
て
は
翁
俊
雄
『
唐
初
政
区
与
人
口
」
（
北
京
師
範
学
院
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
）
、
同
『
唐
代
区

　
域
経
済
研
究
」
（
首
都
師
範
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
）
に
詳
し
い
。
唐
代
江
南
地
区
の
飛
躍
的
発
展
は
、
す
で
に
唐
初
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
こ
と
が

　
わ
か
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
文
学
部
・
文
学
研
究
科
教
授
）
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